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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線交換（ＣＳ）呼及びインタ－ネットプロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭ
Ｓ）セッションを同時に使用可能な第１の端末とＶｏＩＰを使用可能な第２の端末との間
の前記ＣＳ呼及び前記ＩＭＳサ－ビスを提供する方法であって、
　音声通話関連部分及び他の部分を含む第１のメッセ－ジをＩＭＳドメインを介して受信
するステップと、
　前記音声通話関連部分を前記他の部分から分離するステップと、
　前記音声通話関連部分を含む第２のメッセ－ジをＣＳドメインを介して前記第１の端末
へ送信するステップと、
　前記他の部分を含む第３のメッセ－ジをパケット交換（ＰＳ）ドメインを介して前記第
１の端末へ送信するステップと、
　前記音声通話関連部分に対する第１の応答メッセ－ジを前記ＣＳドメインを介して前記
第１の端末から受信するステップと、
　前記他の部分に対する第２の応答メッセ－ジを前記ＰＳドメインを介して前記第１の端
末から受信するステップと、
　前記音声通話関連部分及び前記他の部分に対する第３の応答メッセ－ジを前記第２の端
末へ送信するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記第１のメッセ－ジは、前記第１の端末に向かうセッション初期化プロトコル（ＳＩ
Ｐ）基盤メッセ－ジであることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ＩＭＳドメインは、前記ＣＳ呼と前記ＩＭＳセッションとの結合されたサ－ビスを
支援するためのＣＳＩ　ＡＳを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のメッセ－ジを受信するステップは、
　前記第１の端末が登録された前記ＩＭＳドメインのＳ－ＣＳＣＦが前記第２の端末によ
り発信された前記第１のメッセ－ジを受信するステップと、
　前記Ｓ－ＣＳＣＦが前記第１のメッセ－ジを前記ＣＳＩ　ＡＳへ伝達するステップとを
含むことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記音声通話関連部分を前記他の部分から分離するステップは、
　前記第１のメッセ－ジが前記音声通話関連部分と前記他の部分とを含むか否かを確認す
るステップと、
　前記音声通話関連部分を前記他の部分から分離するステップと、
　前記音声通話関連部分に対する前記第２のメッセ－ジ及び前記他の部分に対する前記第
３のメッセ－ジを生成するステップとを含むことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のメッセ－ジを伝送するステップは、
　前記第２のメッセ－ジを前記ＣＳＩ　ＡＳからメディアゲ－トウエイ制御部（ＭＧＣＦ
）へ伝送するステップと、
　前記ＭＧＣＦが前記第２のメッセ－ジをＩＳＵＰ　ＩＡＭに変更し、前記ＩＳＵＰ　Ｉ
ＡＭを前記ＣＳドメインを介して前記第１の端末へ伝送するステップとを含むことを特徴
とする請求項３記載の方法。
【請求項７】
　前記第３のメッセ－ジを伝送するステップは、
　前記第３のメッセ－ジを前記Ｓ－ＣＳＣＦへ伝送するステップと、
　前記第３のメッセ－ジを前記第１の端末へ伝達するステップとを含むことを特徴とする
請求項３記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の応答メッセ－ジを受信するステップは、
　メディアゲ－トウエイ制御部（ＭＧＣＦ）が前記第１の端末との接続を示すＩＳＵＰ　
ＣＯＮメッセ－ジを前記ＣＳドメインを介して受信するステップと、
　前記ＭＧＣＦが前記ＩＳＵＰ　ＣＯＮメッセ－ジをセッション初期化プロトコル（ＳＩ
Ｐ）基盤２００　ＯＫメッセ－ジに変更するステップと、
　前記２００　ＯＫメッセ－ジを前記ＭＧＣＦからＳ－ＣＳＣＦへ伝送するステップと、
　前記Ｓ－ＣＳＣＦが前記２００　ＯＫメッセ－ジを前記第２のメッセ－ジに対する応答
として前記ＣＳＩ　ＡＳへ伝達するステップとを含むことを特徴とする請求項３記載の方
法。
【請求項９】
　前記第２の応答メッセ－ジを受信するステップは、
　Ｓ－ＣＳＣＦ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ）が、前記第１の端末が前記他の部分に対するセッションを受諾することを示
す２００　ＯＫメッセ－ジを受信するステップと、
　前記Ｓ－ＣＳＣＦが前記２００　ＯＫメッセ－ジを前記ＣＳＩ　ＡＳへ伝達するステッ
プとを含むことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項１０】
　前記第３の応答メッセ－ジを伝送するステップは、
　前記ＣＳＩ　ＡＳが前記音声通話関連部分及び前記他の部分に対する結合された２００
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　ＯＫメッセ－ジを生成するステップと、
　前記ＣＳＩ　ＡＳが前記結合された２００　ＯＫメッセ－ジをＳ－ＣＳＣＦへ伝送する
ステップと、
　前記結合された２００　ＯＫメッセ－ジを前記第２の端末へ伝達するステップとを含む
ことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の端末とメディアゲ－トウエイ（ＭＧＷ）との間のＶｏＩＰ音声ベアラ－及び
前記第１の端末と前記ＭＧＷとの間のＣＳ音声ベアラ－を介して音声呼を遂行するステッ
プと、
　前記第２の端末と前記第１の端末との間のユ－ザ－ベアラ－を介して他のサ－ビスを遂
行するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記他の部分は、少なくとも一つのメッセ－ジ部分と、ファイル伝送部分と、ＭＳＲＰ
（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｌａｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）部分と、他のＰＳ
サ－ビス部分とを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　回線交換（ＣＳ）呼及びインタ－ネットプロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭ
Ｓ）セッションを同時に使用することができ、ＶｏＩＰ呼を使用することができる第２の
端末と前記第２の端末からＩＭＳドメインを介して受信された音声通話関連部分及び他の
部分を含み、第２のメッセ－ジ及び第３のメッセ－ジに分離される第１のメッセ－ジに従
って通信する第１の端末のサ－ビス提供方法であって、
　前記第１のメッセ－ジから分離された前記音声通話関連部分を含む前記第２のメッセ－
ジをＣＳドメインから受信するステップと、
　前記第１のメッセ－ジから分離された前記他の部分を含む前記第３のメッセ－ジをＰＳ
ドメインから受信するステップと、
　前記第２のメッセ－ジに対応して、前記第２の端末を宛先とする第１の応答メッセ－ジ
を前記ＣＳドメインへ伝送するステップと、
　前記第３のメッセ－ジに対応して、前記第２の端末を宛先とする第２の応答メッセ－ジ
を前記ＰＳドメインへ伝送するステップと
　を含むことを特徴とするサ－ビス提供方法。
【請求項１４】
　前記第２の端末とメディアゲ－トウエイ（ＭＧＷ）との間のＶｏＩＰ音声ベアラ－及び
前記第１の端末と前記ＭＧＷとの間のＣＳ音声ベアラ－を介して音声呼を遂行するステッ
プと、
　前記第２の端末と前記第１の端末との間のユ－ザ－ベアラ－を介して他のサ－ビスを遂
行するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項１３記載のサ－ビス提供方法。
【請求項１５】
　回線交換（ＣＳ）呼及びインタ－ネットプロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭ
Ｓ）セッションを同時に使用可能な第１の端末とＶｏＩＰ呼を使用可能な第２の端末との
間の回線交換（ＣＳ）呼及びインタ－ネットプロトコルマルチメディアサブシステム（Ｉ
ＭＳ）サ－ビスを提供するための装置であって、
　音声通話関連部分及び他の部分を含む第１のメッセ－ジをＩＭＳドメインを介して受信
し、前記音声通話関連部分を前記他の部分から分離し、前記音声通話関連部分を含む第２
のメッセ－ジをＣＳドメインを介して前記第１の端末へ伝送し、前記他の部分を含む第３
のメッセ－ジをＰＳドメインを介して前記第１の端末へ伝送する第１の構成要素と、
　前記音声通話関連部分に対する第１の応答メッセ－ジを前記ＣＳドメインを介して前記
第１の端末から受信し、前記他の部分に対する第２の応答メッセ－ジを前記ＰＳドメイン
を介して前記第１の端末から受信する第２の構成要素と、
　前記音声通話関連部分及び前記他の部分に対する第３の応答メッセ－ジを前記第２の端
末へ伝送する第３の構成要素と
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　を含むことを特徴とする装置。
【請求項１６】
　前記第１のメッセ－ジは、前記第１の端末に向かうセッション初期化プロトコル（ＳＩ
Ｐ）基盤メッセ－ジであることを特徴とする請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記制御エンティティは、ＣＳＩ　ＡＳを含むことを特徴とする請求項１５記載の装置
。
【請求項１８】
　前記ＣＳＩ　ＡＳは、前記第１の端末が登録された前記ＩＭＳドメインのＳ－ＣＳＣＦ
を介して前記第２の端末により発信された前記第１のメッセ－ジを受信することを特徴と
する請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記ＣＳＩ　ＡＳは、前記第１のメッセ－ジが前記音声通話関連部分及び前記他の部分
を含んでいるか否かにより、前記音声通話関連部分を前記他の部分から分離することによ
り、前記音声通話関連部分に対する前記第２のメッセ－ジ及び前記他の部分に対する前記
第３のメッセ－ジを生成することを特徴とする請求項１６記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＣＳＩ　ＡＳは、前記第２のメッセ－ジをメディアゲ－トウエイ制御部（ＭＧＣＦ
）へ伝送し、前記メディアゲ－トウエイ制御部（ＭＧＣＦ）は、前記第２のメッセ－ジを
ＩＳＵＰ　ＩＡＭに変更し、前記ＩＳＵＰ　ＩＡＭを前記ＣＳドメインを介して前記第１
の端末へ伝送することを特徴とする請求項１６記載の装置。
【請求項２１】
　前記Ｓ－ＣＳＣＦは、前記第１の端末が前記他の部分に対するセッションを受諾するこ
とを示す２００　ＯＫメッセ－ジを受信し、前記２００　ＯＫメッセ－ジを前記ＣＳＩ　
ＡＳへ伝達することを特徴とする請求項１８記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＣＳＩ　ＡＳは、前記音声通話関連部分及び前記他の部分に対する結合された２０
０　ＯＫメッセ－ジを生成し、前記結合された２００　ＯＫメッセ－ジを前記Ｓ－ＣＳＣ
Ｆを介して前記第２の端末へ伝達することを特徴とする請求項１８記載の装置。
【請求項２３】
　前記他の部分は、少なくとも一つのメッセ－ジ部分と、ファイル伝送部分と、ＭＳＲＰ
部分と、他のＰＳサ－ビス部分とを含むことを特徴とする請求項１５記載の装置。
【請求項２４】
　回線交換（ＣＳ）呼及びインタ－ネットプロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭ
Ｓ）サ－ビスを提供するためのシステムであって、
　前記ＣＳ呼とＩＭＳセッションを同時に使用可能な第１の端末と、
　ＶｏＩＰ呼を使用可能な第２の端末と、
　音声通話関連部分及び他の部分を含む第１のメッセ－ジをＩＭＳドメインを介して受信
し、前記音声通話関連部分を前記他の部分から分離し、前記音声通話関連部分を含む第２
のメッセ－ジをＣＳドメインを介して前記第１の端末へ伝送し、前記他の部分を含む第３
のメッセ－ジをＰＳドメインを介して前記第１の端末へ伝送し、前記音声通話関連部分に
対する第１の応答メッセ－ジを前記ＣＳドメインを介して前記第１の端末から受信し、前
記他の部分に対する第２の応答メッセ－ジを前記ＰＳドメインを介して前記第１の端末か
ら受信し、前記音声通話関連部分及び前記他の部分に対する第３の応答メッセ－ジを前記
第２の端末へ伝送することを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　前記他の部分は、少なくとも一つのメッセ－ジ部分と、ファイル伝送部分と、ＭＳＲＰ
部分と、他のＰＳサ－ビス部分とを含むことを特徴とする請求項２４記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、回線交換(Circuit Switched、以下、「ＣＳ」と称する。)呼と、インターネ
ットプロトコルマルチメディアサブシステム(Internet　Protocol　Multimedia　Subsyst
em、以下、「ＩＭＳ」と称する。)セッションとの統合されたサービス(Combined CS call
 and IMS session、以下、「ＣＳＩ」と称する。)の連動(interworking)に関し、特に、
ＣＳ呼とＩＭＳセッションともを支援する端末(以下、「ＣＳＩ端末」と称する。)と、リ
アルタイム音声又は画像通話のためにＩＭＳセッションを使用する端末(以下、「ＩＭＳ
端末」と称する。)との間の通信方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＳ方式は、典型的な音声サービス及びリアルタイムサービスのために使用されるもの
で、あるユーザーと他のユーザーとの間にＣＳ基盤の固定された通話経路を形成する方式
を意味する。ＩＭＳは、インターネットプロトコル(Internet Protocol；ＩＰ)に基づい
たパケット交換(Packet Switched；ＰＳ)基盤の固定されていない通話経路を使用するこ
とで、伝送効率の増大、且つ、安全性の保証が図れるため、データサービス、メッセージ
ングサービス及びファイル伝送サービスに適している。このようなＩＭＳは、単純な一対
一通話だけでなく、多数のユーザーが参加するコネクションを支援することができる。Ｃ
Ｓ方式におけるメッセージ及びユーザートラフィックの伝送は、ＣＳ呼を介して行われ、
ＩＭＳ方式におけるメッセージ及びユーザートラフィックの伝送は、ＩＭＳセッションを
介して行われる。
【０００３】
　前述したＣＳ呼とＩＭＳセッションともを端末で使用できるサービスを“ＣＳＩサービ
ス”といい、特に、ＣＳＩサービスは、音声伝送のためにはＣＳ呼を用い、同時により向
上したＰＳサービス、例えばメッセージングやファイル伝送などのためにはＩＭＳセッシ
ョンを用いる。ＣＳＩサービスを支援する端末(又は、ＵＥ(User Equipment))を“ＣＳＩ
端末(又は、ＣＳＩ ＵＥ)”という。ＣＳＩ ＵＥは、リアルタイム音声通話のためにはＣ
Ｓ呼を用い、同時にメッセージングのような非リアルタイムＰＳサービスのためにはＩＭ
Ｓセッションを用いる。ＣＳＩサービスでは、ＣＳ呼を用いるサービスとして音声通話を
考慮しているが、ＣＳネットワークが画像通話を支援する場合には音声通話だけでなく画
像通話までＣＳ呼を用いるようにすることができる。
【０００４】
　以下、本明細書では、ＣＳ呼を用いるサービスの代表例として音声通話(Voice call se
rvice)を参照し、ＩＭＳを利用するＰＳサービスの代表例としてＭＳＲＰ(Message Sessi
on Relay Protocol)を使用するメッセージングサービスを参照して説明する。このような
例は、説明の便宜のためのもので、実際には多様なサービスが適用できる。
【０００５】
　図１は、ＣＳＩサービスを支援する移動通信ネットワークの構造を簡略に示す図である
。ここでは、ＧＳＭ(Global System for Mobile Communications)及びＧＰＲＳ(General 
Packet Radio Services)に基づいたＵＭＴＳ(Universal Mobile Telecommunication Serv
ice)移動通信ネットワークの構造を示す。
　図１によれば、ＣＳＩサービスを支援する移動通信ネットワークは、ＲＡＮ(Radio Acc
ess Network)１０４とＣＮ(Core Network)１０６とからなる。ＲＡＮ(１０４)は、ＵＥ(U
ser Equipment)１０２がＣＮ(１０６)に接続可能であるようにする。ＲＡＮ(１０４)は、
使用される無線アクセス技術などに従い、その構造が既に公知されたものなので、ここで
は詳細な説明を省略する。
【０００６】
　ＣＮ(１０６)は、ＣＳドメイン１１４、ＰＳドメイン１０８及びＩＭＳドメイン１２２
からなる。ＣＳドメイン１１４は、ＣＳ呼を支援するエンティティからなり、エンティテ
ィの代表例としては、ＭＳＣ(Mobile Switching Center)１２０と、ＭＧＷ(Media Gatewa
y)１１６、１１８とがある。ＭＳＣ(１２０)は、ＲＡＮ(１０４)内の移動電話基地局から
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発信／着信される信号を処理し、移動電話基地局の効率的な運用を調整する中央統制機能
を担当する。ＭＧＷ(１１６、１１８)は、ベアラトラフィックと制御トラフィックとを支
援するゲートウエイである。
【０００７】
　ＰＳドメイン１０８は、パケット基盤のサービスを支援し、ＳＧＳＮ(Serving GPRS Su
pport Node)１１０及びＧＧＳＮ(Gateway GPRS Support Node)１１２のようなノードから
なる。ＳＧＳＮ(１１０)は、各ＵＥの位置に関する情報を管理し、保安関連機能及びアク
セス制御などを遂行する。ＧＧＳＮ(１１２)は、ＰＤＮ(Packet Data Network)のような
外部ネットワーク１３０とＳＧＳＮ(１１０)との間の無線ゲートウエイの役割をするＧＰ
ＲＳネットワークの構成要素であって、ＵＥ(１０２)はＧＧＳＮ(１１２)を介して外部ネ
ットワーク１３０に接続することができる。
【０００８】
　ＩＭＳドメイン１２２は、ＩＭＳセッションを支援するエンティティからなる。エンテ
ィティは、Ｓ－ＣＳＣＦ(Serving-Call Session Control Function)１２４、ＡＳ(Applic
ation Server)１２６及びＭＧＣＦ／ＭＧＷ(Media Gateway Control Function/Media Gat
eway)１２８を含む。Ｓ－ＣＳＣＦ(１２４)は、ＩＭＳセッションを設定し、ＵＥ(１０２
)から伝達されたＳＩＰ(Session Initiation Protocol)メッセージを受信して処理する。
Ｓ－ＣＳＣＦ(１２４)は、ＵＥ(１０２)の要請に従ってサービスを提供するために、ＩＭ
Ｓドメイン１２２内の他のエンティティにＳＩＰメッセージを伝達して、セッションが完
成されるようにする。ＡＳ(１２６)は、Ｅ－ｍａｉｌやセルラーによるＰｏＣ(Push To T
alk over Cellular)などのように、ユーザーに多様なアプリケーションを提供するための
エンティティである。ＭＧＣＦ／ＭＧＷ(１２８)は、ＩＭＳユーザーとＣＳユーザーとが
通信できるようにするネットワークエンティティであって、ＩＭＳネットワークと既存ネ
ットワーク、例えば、ＰＳＴＮ(Public Switched Telephone Network)やＣＳドメイン１
１４との間の連動のためのシグナリング変換を担当するゲートウエイであるＭＧＣＦと、
メディア変換のためのＩＭＳ－ＭＧＷとからなる。図示していないが、ＣＳ着信(termina
tion)呼に対するルーティングの最適化を考慮して、ＣＳドメインとの連結接点になる最
適なＭＧＣＦを選択するためのネットワークエンティティであるＢＧＣＦ(Breakout Gate
way Control Function)が更に具備されることができる。ＢＧＣＦは、ＭＧＣＦ／ＭＧＷ(
１２８)に含まれたり、別に具備されたりでき、ＣＳネットワークとの連結接点になるＭ
ＧＣＦを選択するネットワークエンティティである。
【０００９】
　前述したエンティティの以外にも、各ドメインには様々なエンティティが存在でき、Ｃ
ＳＩサービスのために各ドメインのエンティティが関与することができる。
【００１０】
　図２は、典型的なＣＳＩサービスによってＣＳＩ ＵＥ間の制御シグナリングの連結構
造を示す図である。
　図２によれば、ＣＳＩ ＵＥ＃１(２０４)及びＣＳＩ ＵＥ＃２(２１４)は、各々ネット
ワーク＃１(２０２)及びネットワーク＃２(２１２)に接続されている。ネットワーク＃１
(２０２)は、ＣＳドメイン＃１(２０８)、ＰＳドメイン＃１(２０６)及びＩＭＳドメイン
＃１(２１０)からなり、ネットワーク＃２(２１２)は、ＣＳドメイン＃２(２１８)、ＰＳ
ドメイン＃２(２１６)及びＩＭＳドメイン＃２(２２０)からなる。
【００１１】
　ＣＳＩ ＵＥ＃１、＃２(２０４、２１４)間の音声通話のためのＣＳ呼の制御信号２３
２は、ＣＳドメイン＃１(２０８)及びＣＳドメイン＃２(２１８)を介して伝達される。ま
た、音声通話の以外のマルチメディアサービスのためのＩＭＳセッションの制御メッセー
ジ２３０は、ＰＳドメイン＃１(２０６)、ＩＭＳドメイン＃１(２１０)、ＩＭＳドメイン
＃２(２２０)及びＰＳドメイン＃２(２１６)を介して行われる。ＩＭＳセッション制御は
ＳＩＰプロトコルで行われる。ＳＩＰは、ＩＥＴＦ(Internet Engineering Task Force)
ＭＭＵＳＩＣ(Multiparty Multimedia Session Control)Working Groupにより、Ｈ.３２



(7) JP 4455552 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

３に対する代案として開発されたプロトコルである。ＳＩＰは、ＩＰネットワークを介し
て音声及びマルチメディア呼をセットアップするプラットホームを備えている。
【００１２】
　このように、通信するＵＥの両方ともがＣＳＩ ＵＥの場合、制御の流れは各ドメイン
別になされる。しかしながら、一つのＵＥがＣＳＩサービスを支援しない場合、例えば、
ＩＭＳセッションだけを使用する場合には、前述したような制御の流れに従うことができ
ない。
【００１３】
　よって、ＣＳＩサービスを支援するＵＥと、ＣＳＩサービスを支援しなかったり、或い
は、ＩＭＳセッションだけを使用するＵＥとの間の通信を行う技術が必要になった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、ＣＳ呼とＩＭＳセッションともを支援できるＵＥ(以下、ＣＳＩ ＵＥ
と称する。)と、ＣＳ呼を支援しなかったり、支援してもリアルタイムサービスのために
ＩＭＳセッションを用いるのを好むＵＥ(以下、ＩＭＳ ＵＥと称する。)との間に、音声
サービスと他のマルチメディアサービスとを遂行するための制御メッセージの交換方法及
び装置を提供する。
【００１５】
　本発明の他の目的は、ＩＭＳ ＵＥが呼を開始(originating)ある場合、音声サービス又
は音声サービスが含まれたマルチメディアサービスをＣＳＩ ＵＥに提供する方法及び装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記目的を達成するために、本発明は、ＣＳ呼とＩＭＳセッションともを使用できる第
１の端末と、ＩＭＳセッションを使用できる第２の端末との間の音声及びマルチメディア
サービスの連動方法であって、前記第１の端末が登録されているＩＭＳドメインの制御エ
ンティティで、前記第２の端末により発信されたサービスに対し、前記第１の端末に向か
うＳＩＰに従う要請メッセージを受信するステップと、前記要請メッセージが、音声通話
サービスと前記音声通話サービス以外のマルチメディアサービスとを要請する場合、前記
制御エンティティで、前記要請メッセージに含まれた音声通話関連部分とマルチメディア
サービス関連部分とを分離し、前記それぞれの関連部分を含む第１及び第２の要請メッセ
ージを生成するステップと、前記音声通話関連部分を含む前記第１の要請メッセージを、
前記制御エンティティから前記第１の端末が連結されているＣＳドメインを介して前記第
１の端末に伝送するステップと、前記マルチメディアサービス関連部分を含む第２の要請
メッセージを、前記制御エンティティから前記第１の端末に伝送するステップと、前記第
１及び第２の要請メッセージに対応する第１及び第２の応答メッセージを前記第１の端末
から受信し、前記制御エンティティで前記第１及び第２の応答メッセージを結合して、結
合された応答メッセージを生成するステップと、前記結合された応答メッセージを前記要
請メッセージに対応して前記第２の端末に伝送するステップと、前記第２の端末と前記Ｉ
ＭＳドメインのＭＧＷとの間に設定された音声ベアラーと、前記第１の端末と前記ＣＳド
メインとの間に設定されたＣＳ音声ベアラーとを介して音声通話が遂行され、前記第２の
端末と前記第１の端末との間に設定されたユーザーベアラーを介して前記マルチメディア
サービスが遂行されるステップとを含む。
【００１７】
　また、本発明は、音声通話のためにはＣＳ呼を使用し、ＰＳサービスのためにはＣＳ呼
とＩＭＳセッションとを使用するように構成された第１の端末と、前記音声通話及び前記
パケット交換サービスのために、前記ＩＭＳセッションを使用する第２の端末と、前記第
２の端末により生成され、前記第１の端末に向かうＳＩＰに従う要請メッセージを受信し
て、前記要請メッセージの音声通話関連部分とマルチメディアサービス関連部分とを各々
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含む第１及び第２の要請メッセージを生成し、前記第１の要請メッセージを前記第１の端
末が連結されているＣＳドメインを介して前記第１の端末に伝送し、前記第２の要請メッ
セージを前記第１の端末に伝送する、前記第１の端末を担当するＩＭＳドメインの制御エ
ンティティとを含み、前記制御エンティティは、前記第１及び第２の要請メッセージに対
応する第１及び第２の応答メッセージを前記第１の端末から受信し、前記第１及び第２の
応答メッセージを結合して結合された応答メッセージを生成し、前記結合された応答メッ
セージを前記要請メッセージに対応して前記第２の端末に伝送し、前記第２の端末と前記
ＩＭＳドメインのＭＧＷとの間に設定された音声ベアラーと、前記第１の端末と前記ＣＳ
ドメインとの間に設定されたＣＳ音声ベアラーとを介して音声通話が遂行され、前記第２
の端末と前記第１の端末との間に設定されたユーザーベアラーを介して前記マルチメディ
アサービスが遂行される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ＩＭＳドメインの制御エンティティにより、ＩＭＳ ＵＥ及びＣＳＩ 
ＵＥからの制御メッセージをその目的によって分離し、分離された各々を該当するネット
ワーク個体にルーティングすることで、ＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとの間でＩＭＳ ＵＥ
の発信による音声通話及びマルチメディアサービスの結合されたサービスが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。なお
、下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にするために、公知の機能や構成につい
ての具体的な説明は適宜省略する。また、後述される用語は、本発明の機能を考慮して定
義されたもので、これは、ユーザーや運用者の意図又は慣例などによって変化し得るため
、本明細書の全般に渡った内容に基づいて定義されるべきである。
【００２０】
　本発明の主要な要旨は、音声通話のためにＣＳ呼を使用し、同時に他のマルチメディア
サービスのためにＩＭＳセッションを使用するＣＳＩ ＵＥと、ＣＳ呼を支援しなかった
り、或いは、音声通話及び他のマルチメディアサービスのためにＩＭＳセッションを使用
するのを好むＩＭＳ ＵＥとの間の通信を提供することである。特に、ＩＭＳ ＵＥが音声
サービスを含むマルチメディアサービスを開始(originating)し、マルチメディアサービ
スがＣＳＩ ＵＥから着信(terminating)される場合の通信を説明する。
【００２１】
　以下、説明の便宜のために、本発明の実施形態では、ＣＳ呼を用いるサービスの代表例
として音声通話を参照し、ＩＭＳを利用するＰＳサービスの代表例 としてＭＳＲＰを使
用するメッセージングサービスを参照して説明する。
【００２２】
　本発明は、ＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとが通信するとき、音声サービス及び他のマルチ
メディアサービスのための制御信号を交換するための制御構造を提案する。また、本発明
は、制御構造でＩＭＳ ＵＥが呼を開始した場合、音声サービス又は音声サービスが含ま
れたマルチメディアサービス(以下、結合されたサービス(combined service)と称する。)
をＣＳＩ ＵＥに提供するための制御信号方式を提案する。
【００２３】
　具体的に、本発明の実施形態では、ＣＳＩ ＵＥ側のＩＭＳドメイン内の制御エンティ
ティが制御信号を管理することを提案している。ＩＭＳ ＵＥがＣＳＩ ＵＥに音声通話を
開始する場合、制御エンティティはＩＭＳ ＵＥが伝送したＳＩＰメッセージを適切に変
形してＣＳＩ ＵＥのＣＳドメインに伝達する。これにより、ＣＳドメインを用いて音声
通話が行われる。また、ＩＭＳ ＵＥがＣＳＩ ＵＥに音声通話とマルチメディアサービス
ともを利用するためのＳＩＰメッセージを伝送する場合、制御エンティティは、ＳＩＰメ
ッセージから音声サービスに関連した部分(media component)は制御ＣＳドメインを介し
て伝達し、その他のマルチメディアサービスに関連した部分(media component)はＩＭＳ
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ドメインを介してＣＳＩ ＵＥに伝達する。すなわち、制御エンティティは、音声通話と
他のマルチメディアサービスとが結合されたＩＭＳセッションの制御メッセージを分けて
各々処理する。
【００２４】
　図３は、本発明の実施形態によるＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとの間の制御信号の連結構
造を示す図である。
　図３によれば、ＣＳＩ ＵＥ(３０４)が位置したネットワーク＃１(３０２)は、ＣＳド
メイン＃１(３０８)、ＰＳドメイン＃１(３０６)及びＩＭＳドメイン＃１(３１２)からな
り、ＩＭＳ ＵＥ(３１６)が位置したネットワーク＃２(３１４)は、ＩＭＳドメイン＃２(
３２０)及びＩＰ－ＣＡＮ(IP-Connectivity Access Network)３１８からなる。ＩＰ－Ｃ
ＡＮ(３１８)は、ＩＭＳ加入者がＰＳドメイン又はＩＭＳドメインに接続できるように支
援する中間ネットワークである。
【００２５】
　図３に示すように、２つのＵＥ(３０４、３１６)間の音声通話のための制御信号３３４
は、ネットワーク＃１(３０２)ではＣＳドメイン＃１(３０８)及びＩＭＳドメイン＃１(
３１０)を介して伝達され、音声通話の以外のマルチメディアサービスのための制御信号
３３０、３３２は、ＰＳドメイン＃１(３０６)及びＩＭＳドメイン＃１、＃２(３１２、
３２０)を介して伝達される。ＣＳＩ ＵＥ(３０４)の制御信号３３０、３３２は、図２と
同様に、ＰＳドメイン＃１(３０６)及びＣＳドメイン＃１(３０８)に分けられて伝達され
るが、ＩＭＳ ＵＥ(３１６)の制御信号は、結合されたＩＭＳセッションを利用するので
、音声通話及び他のマルチメディアサービスのための制御信号が一つのＳＩＰメッセージ
を介して伝達される。
【００２６】
　ＣＳＩ ＵＥ(３０４)がＩＭＳ ＵＥ(３１６)に向けて音声通話又は結合サービスのため
の呼を開始した場合には、何らの問題もない。すなわち、ＣＳＩ ＵＥ(３０４)が音声通
話を開始する場合にはＣＳ呼を利用することになり、ＣＳ呼は、既存のＣＳ／ＩＭＳ連動
方法により、ネットワーク＃２(３１４)のＩＭＳドメイン＃２(３２０)によりＩＭＳセッ
ションに変換される。また、ＣＳＩ ＵＥ(３０４)が結合サービスのための呼を開始した
場合、ＣＳＩ ＵＥ(３０４)はＣＳ呼及びＩＭＳセッションを開始し、これらは各々独立
的にＩＭＳ ＵＥ(３１６)に伝達される。
【００２７】
　しかしながら、ＩＭＳ ＵＥ(３１６)が呼を開始する場合には、制御信号の連結に問題
が発生し得る。すなわち、ＩＭＳ ＵＥ(３１６)が音声通話のためのＳＩＰメッセージを
ＣＳＩ ＵＥに伝送する場合、ＳＩＰメッセージはＣＳＩ ＵＥ(３０４)が登録されている
ＩＭＳドメイン＃１(３１０)に伝達される。しかしながら、従来技術によれば、ＳＩＰメ
ッセージはＩＭＳセッションを利用した音声呼、すなわち、ＶｏＩＰ(Voice over Intern
et Protocol)呼の設定を開始するためにＰＳドメイン＃１(３０６)を介してＣＳＩ ＵＥ(
３０４)に伝達される。よって、ＣＳＩ ＵＥ(３０４)が音声通話のためにＣＳ呼を使用す
るものでなく、ＶｏＩＰを利用したＰＳ呼を使用することになる。このとき、ＰＳ呼がリ
アルタイムサービスを正常に支援できない場合、通話品質の低下を招くことになる。また
、ＩＭＳ ＵＥ(３１６)が、結合されたサービスを開始するためのＳＩＰメッセージをＣ
ＳＩ ＵＥ(３０４)に伝送する場合にも、同様な問題が発生し得る。
【００２８】
　本発明の実施形態は、前述した問題を解決するための、ＩＭＳドメイン＃１(３１０)内
の制御エンティティ３１２の動作を提案する。好ましい実施形態において、制御エンティ
ティ３１２は、Ｓ－ＣＳＣＦ(第１の実施形態)又はＣＳＩサービスを支援するＡＳ(以下
、「ＣＳＩ ＡＳ」と称する。)(第２の実施形態)になり得る。
【００２９】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の実施形態によるＩＭＳドメイン内でＩＭＳ ＵＥとＣＳ
Ｉ ＵＥとの間の制御信号を管理する制御エンティティの動作を示すフローチャートであ
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る。前述したように、制御エンティティはＣＳＩ ＡＳ又はＳ－ＣＳＣＦになり得る。こ
こで、図４Ａは呼の設定時の動作で、図４Ｂは呼の終了時の動作である。
【００３０】
　図４Ａを参照して呼の設定時の動作を説明すれば、ＣＳＩ ＵＥは、段階Ｓ４０２にお
いてＳＩＰメッセージを受信する前にＣＳＩサービスの支援を受けるために制御エンティ
ティに登録される。ＣＳＩ ＵＥが制御エンティティに登録される過程は、図５Ａ及び図
８Ａに詳細に説明する。段階Ｓ４０４において、制御エンティティは、ＣＳＩ ＵＥに向
かうＳＩＰメッセージ、特にＩＮＶＩＴＥメッセージを受信する。図示していないが、段
階Ｓ４０４において、制御エンティティはＩＮＶＩＴＥメッセージが音声通話を含むサー
ビスか否か、すなわち、音声通話のためのメディアコンポーネントを含むか否かを確認す
る。仮に、ＩＮＶＩＴＥメッセージが音声通話を含むサービスのためのものでない場合、
すなわち、非リアルタイムＰＳサービスだけのためのものである場合、後述する追加的な
手順なしに直ぐＣＳＩ ＵＥにＩＮＶＩＴＥメッセージが伝送される。このような音声通
話サービスを含むか否かに対する確認は、ＣＳＩ ＡＳが制御エンティティとして使用さ
れる場合、そのような確認が既にＳ－ＣＳＣＦで実施されたと見なされるため、省略でき
る。
【００３１】
　段階Ｓ４０６において、制御エンティティは、ＩＮＶＩＴＥメッセージにより要求され
たセッションが、音声セッションか、或いは、結合されたＩＭＳセッション、すなわち音
声通話セッションと他のマルチメディアセッションとが結合されたものかを判断する。こ
こで、他のマルチメディアセッションの例としてＭＳＲＰ(Message Session Relay Proto
col)セッションを挙げた。ＭＳＲＰは、ＳＩＰ ＭＥＳＳＡＧＥメッセージ間の関連関係
を全く考慮しない、ＳＩＰ ＭＥＳＳＡＧＥ方式を用いたインスタントメッセージング電
送方法の短所を補完するために、ＩＥＴＦにより提案されたメッセージ伝送方式である。
本明細書では、ＩＭＳを利用する非リアルタイムマルチメディアサービスの例としてＭＳ
ＲＰを使用する。音声セッションだけが要請された場合、段階Ｓ４１６において、制御エ
ンティティは、ＩＮＶＩＴＥメッセージをＣＳドメインにルーティングされるように処理
する。ＣＳドメインへのルーティングのためのＩＮＶＩＴＥメッセージの処理については
、以下に述べる。
【００３２】
　すなわち、ＩＮＶＩＴＥメッセージの処理は２つの場合に大別されるが、これは、ＣＳ
Ｉ ＵＥに割り当てられたＣＳサービスのための電話番号(以下、ＣＳ電話番号、或いは、
ＣＳ＿ＭＳＩＳＤＭ(Mobile Station ISDN(Integrated Services Digital Network))と称
する。)と、ＩＭＳサービスのための電話番号(以下、ＩＭＳ電話番号、或いは、ＩＭＳ_
ＭＳＩＳＤＭと称する。)とが互いに異なる場合及び同一の場合である。
【００３３】
　２つの電話番号が異なる場合、制御エンティティは、ＩＮＶＩＴＥメッセージの宛先ア
ドレスを、ＣＳ電話番号を示すＴｅｌ ＵＲＩ(Universal Resource Identifier)形態、又
は、ｕｓｅｒ＝ｐｈｏｎｅパラメータを持つＳＩＰ ＵＲＩ形態(以下、ＳＩＰ ＵＲＩ ｕ
ｓｅｒ＝ｐｈｏｎｅと称する。)に変換して伝送する。これで、Ｔｅｌ ＵＲＩ又はＳＩＰ
 ＵＲＩ ｕｓｅｒ＝ｐｈｏｎｅ形態に変換された宛先アドレスを持つＩＮＶＩＴＥメッセ
ージは、ＩＭＳルーティングルールによってＣＳドメインに伝達される。
【００３４】
　２つの電話番号が同一の場合、制御エンティティは、ＩＮＶＩＴＥメッセージの宛先ア
ドレスを、ｅ－ｍａｉｌアドレス形態のＳＩＰ ＵＲＩからＴｅｌ ＵＲＩ又は電話番号が
含まれたＳＩＰ ＵＲＩ ｕｓｅｒ＝ｐｈｏｎｅ形態に変換する。従来技術では、Ｔｅｌ 
ＵＲＩ又はＳＩＰ ＵＲＩ ｕｓｅｒ＝ｐｈｏｎｅ形態に変更された宛先アドレスを持つＳ
ＩＰメッセージがＳ－ＣＳＣＦに到着すれば、Ｓ－ＣＳＣＦは宛先アドレスをＥＮＵＭ(E
-mail and Telephone Numbering Mapping)質疑(query)を介して得たＳＩＰ ＵＲＩ形態に
変換し、変換された宛先アドレスを持つＳＩＰメッセージをＩＭＳドメインに伝達するこ
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とになる。
【００３５】
　これを防止し、ＳＩＰメッセージがＣＳドメインに伝達されるように、本発明の実施形
態では、ＳＩＰメッセージのＴｅｌ ＵＲＩ又はＳＩＰ ＵＲＩ ｕｓｅｒ＝ｐｈｏｎｅ形
態の宛先アドレスにＣＳドメインへの伝達を示す情報を追加したり、ＣＳドメインへの伝
達を示す“Ｒｏｕｔｅ”ヘッダを追加したり、Ｔｅｌ ＵＲＩ又はＳＩＰ ＵＲＩ ｕｓｅ
ｒ＝ｐｈｏｎｅ形態の宛先アドレスを持つＳＩＰメッセージが常にＣＳドメインに伝達さ
れるように設定された初期フィルターリング条件(Initial filter criteria；以下、ｉＦ
Ｃと称する。)をＳＩＰメッセージに適用する。或いは、ＣＳＩ ＡＳがＳＩＰメッセージ
を、Ｓ－ＣＳＣＦを経ることなくＭＧＣＦ／ＭＧＷを介して直接ＣＳドメインに伝達する
こともできる。ここで、ｉＦＣは、ユーザーの加入情報に含まれるもので、Ｓ－ＣＳＣＦ
に受信されるメッセージを処理する方式と、メッセージを伝達する次／最終のノードを決
定するために、メッセージに含まれるパラメータ(例えば、宛先アドレス)を解析する方式
とを指定するサービスプロファイル情報を示す。
【００３６】
　段階Ｓ４１８において、制御エンティティは、処理されたＩＮＶＩＴＥメッセージをＣ
Ｓドメインを介してＣＳＩ ＵＥに伝送し、段階Ｓ４１４においてＣＳＩ ＵＥからの応答
メッセージを相対側であるＩＭＳ ＵＥに伝達する。
【００３７】
　一方、段階Ｓ４０６において、結合されたＩＭＳセッションが要請された場合、段階Ｓ
４０８において、制御エンティティは、受信したＩＮＶＩＴＥメッセージに含まれたセッ
ション説明プロトコル(Session Description Protocol：ＳＤＰ)情報を音声通話関連部分
とＭＳＲＰ関連部分とに分離して、それぞれの関連部分を含む２つのＩＮＶＩＴＥメッセ
ージを生成する。このとき、音声通話関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージ(以下、音
声通話のためのＩＮＶＩＴＥメッセージと称する。)は、段階Ｓ４１６と同様な方法によ
り、ＣＳドメインにルーティングされるように構成される。すなわち、元のＩＮＶＩＴＥ
メッセージに含まれた宛先アドレスは、Ｔｅｌ ＵＲＩ又はＳＩＰ ＵＲＩ形態に変換され
て音声通話のためのＩＮＶＩＴＥメッセージに挿入される。続いて、段階Ｓ４１０におい
て、制御エンティティは、音声通話のためのＩＮＶＩＴＥメッセージはＣＳドメインを介
してＣＳＩ ＵＥに伝送し、ＭＳＲＰ関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージ(以下、ＭＳ
ＲＰのためのＩＮＶＩＴＥメッセージと称する。)は、ＩＭＳドメインを介してＣＳＩ Ｕ
Ｅに伝送する。段階Ｓ４１２において、ＣＳＩ ＵＥから２つのＩＮＶＩＴＥメッセージ
に対する応答が到着すれば、制御エンティティは、応答を結合してＩＭＳ ＵＥが伝送し
たＩＮＶＩＴＥメッセージに対する応答メッセージを生成し、段階Ｓ４１４において応答
メッセージをＩＭＳ ＵＥに伝達する。
【００３８】
　図４Ｂを参照して呼の終了時の動作を説明すれば、段階Ｓ４２２において、呼を終了す
るためのＢＹＥメッセージを受信した場合、段階Ｓ４２４において、制御エンティティは
、ＢＹＥメッセージの発信者がＣＳＩ ＵＥかＩＭＳ ＵＥかを判断する。ＢＹＥメッセー
ジの発信者がＩＭＳ ＵＥである場合、段階Ｓ４２６において、制御エンティティは、相
対側であるＣＳＩ ＵＥにＢＹＥメッセージを伝達する。このとき、ＢＹＥメッセージと
関連した複数のセッションが存在する場合、すなわち、ＩＭＳ ＵＥとＣＳＩ ＵＥとの間
に存在するセッションが前述した結合されたセッションである場合、それぞれのセッショ
ンに対してＢＹＥメッセージがＣＳＩ ＵＥに伝送される。ＣＳＩ ＵＥからＢＹＥメッセ
ージに対する応答が全部到着すれば、段階Ｓ４３６において、相対側であるＩＭＳ ＵＥ
に段階Ｓ４２２のＢＹＥメッセージに対応する応答メッセージを伝達し、呼を終了する。
【００３９】
　一方、ＢＹＥメッセージの発信者がＣＳＩ ＵＥである場合、段階Ｓ４２８において、
制御エンティティは、ＢＹＥメッセージによりＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとの間に存在す
る全てのＣＳＩセッションが終了されるか否かを判断する。仮に、依然として残っている
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セッションがある場合、段階Ｓ４３０においてＩＭＳ ＵＥにＢＹＥメッセージの代りに
ＭＯＤＩＦＹメッセージを伝送する。このとき、ＭＯＤＩＦＹメッセージは、受信された
ＢＹＥメッセージにより除去が要請されたメディア関連部分だけを結合されたセッション
から除去するように指示するＳＤＰパラメータを含む。ＭＯＤＩＦＹメッセージに対する
応答メッセージを受信すれば、段階Ｓ４３２において、制御エンティティは、ＣＳＩ Ｕ
Ｅに段階Ｓ４２２のＢＹＥメッセージに対応する応答メッセージを伝達する。一方、ＣＳ
Ｉ ＵＥが伝送したＢＹＥメッセージにより全てのＣＳＩセッションが終了される場合、
段階Ｓ４３４において、制御エンティティは、ＩＭＳ ＵＥにＢＹＥメッセージを伝達す
る。段階Ｓ４３６においてＩＭＳ ＵＥからＢＹＥメッセージに対する応答が到着すれば
、制御エンティティは、段階Ｓ４２２のＢＹＥメッセージに対応する応答メッセージをＣ
ＳＩ ＵＥに伝達し、呼を終了する。
【００４０】
　以下では、本発明の実施形態によりＩＭＳ ＵＥとＣＳＩ ＵＥとの通話のための手順を
、図面を参照して説明する。後述する図５～図１０では、ＩＭＳ呼の設定過程と関連した
エンティティのうちで、本発明の主要な特徴に関連した部分だけを示す。具体的には、Ｉ
ＭＳドメインの公知のエンティティであるＰ(Proxy)－ＣＳＣＦ、Ｉ(Interrogating)－Ｃ
ＳＣＦ、ＧＢＣＦ、ＭＧＣＦ、ＳＧＷなど、ＣＳドメインの公知のエンティティであるＭ
ＧＷ、ＭＳＣなど、及びメディア交渉(media negotiation)などの公知された手順につい
ての説明は省略した。
【実施例１】
【００４１】
　図５Ａは、本発明の第１の実施形態により、制御エンティティがＳ－ＣＳＣＦである場
合、ＣＳＩ ＵＥをＳ－ＣＳＣＦに登録するための制御信号の流れを示す図である。
　図５Ａによれば、段階Ｓ５００において、ＣＳＩ ＵＥは、ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセー
ジを伝送してＳ－ＣＳＣＦ１に登録する。このとき、ユーザーのＳＩＭ(Subscriber Iden
tity Module)／ＵＳＩＭ(User Services Identity Module)カードが、ＣＳＩサービスが
支援されない端末に挿入された場合には、前述した登録は行われてはならない。このよう
な場合を感知するために、ＣＳＩ ＵＥは、ＣＳＩサービスを支援することを示す能力情
報(capability)を制御エンティティ、すなわち、Ｓ－ＣＳＣＦ１に報知する。つまり、Ｒ
ＥＧＩＳＴＥＲメッセージは、ＣＳＩ ＵＥの能力情報を報知する指示者を含む。指示者
の一例として、ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージのコンタクト(Contact)ヘッダに“ｆｅａｔ
ｕｒｅ ｔａｇ”として、“＋ｇ.３ｇｐｐ.ｃｓｉ”を含む。
【００４２】
　“ｆｅａｔｕｒｅ ｔａｇ”を介して、Ｓ－ＣＳＣＦ１は、ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセー
ジを伝送したＵＥがＣＳＩサービスを支援することを認知し、段階Ｓ５０２においてＣＳ
Ｉ ＵＥがＣＳＩサービスを使用できるように登録する。Ｓ－ＣＳＣＦ１は、段階Ｓ５０
４においてＣＳＩ ＵＥに２００ ＯＫメッセージを伝送して登録が完了したことを報知す
る。
【００４３】
　図５Ｂは、本発明の第１の実施形態により、制御エンティティがＳ－ＣＳＣＦである場
合、ＩＭＳ ＵＥが音声通話を開始するためにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝送するとき、
ＩＭＳ発信及びＣＳＩ着信に対する制御信号の流れを示す図である。
　図５Ｂによれば、段階Ｓ５１０において、ＩＭＳ ＵＥがＣＳＩ ＵＥとの音声通話のた
めに音声セッションを要請するＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＭＳ ＵＥを担当するＳ－Ｃ
ＳＣＦ２に伝送すれば、段階Ｓ５１２において、ＩＮＶＩＴＥメッセージはＣＳＩ ＵＥ
を担当するＳ－ＣＳＣＦ１に伝達される。段階Ｓ５１４において、Ｓ－ＣＳＣＦ１はＩＮ
ＶＩＴＥメッセージに音声セッション関連部分が含まれていることを確認し、予め具備さ
れた着信ロジック(termination logic)に従って受信したＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳ
ドメインにルーティングされるように処理する。着信ロジックは、Ｓ－ＣＳＣＦ１に具備
され、引き込まれたＩＮＶＩＴＥメッセージが音声関連部分だけを含んでいるか、音声関
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連部分とＭＳＲＰ関連部分ともを含んでいるかを判断する。着信ロジックは、ＩＮＶＩＴ
Ｅメッセージを伝達した後には少なくとも一つのノードを決定して、必要であればＩＮＶ
ＩＴＥメッセージの宛先アドレスを変更する機能を含む。段階Ｓ５１６において、宛先ア
ドレスが変更されたＩＮＶＩＴＥメッセージはＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝送され、段階Ｓ５１
８において、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＳＩＰに基づいたＩＮＶＩＴＥメッセージを、ＣＳシグ
ナリングプロトコルに基づいたＩＳＵＰ(ISDN User's Part)ＩＡＭ(Initial Address Mes
sage)に変換して、ＣＳドメインに伝達する。
【００４４】
　段階Ｓ５２０において、ＣＳドメインは、ＩＳＵＰ ＩＡＭに応答して、ＣＳＩ ＵＥが
ＩＭＳ ＵＥと通話するための無線ベアラーを設定できるように、ＳＳ７(System Signali
ng No.7)プロトコルに従うＳＥＴＵＰメッセージをＲＡＮを介してＣＳＩ ＵＥに伝送す
る。段階Ｓ５２２において、ＣＳＩ ＵＥは ＳＥＴＵＰメッセージに対する応答として無
線ベアラーを設定した後、ＣＯＮＮＥＣＴメッセージをＣＳドメインに伝送し、段階Ｓ５
２４において、ＣＳドメインはＣＯＮＮＥＣＴメッセージに応答してＣＳＩ ＵＥと接続
されたことを報知するＩＳＵＰ ＣＯＮメッセージをＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝達する。段階
Ｓ５２６において、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＩＳＵＰ ＣＯＮメッセージをＳＩＰに従う応答
である２００ ＯＫメッセージ形態に変換してＳ－ＣＳＣＦ１に伝送する。段階Ｓ５２８
及び段階Ｓ５３０において、２００ ＯＫメッセージはＳ－ＣＳＣＦ１及びＳ－ＣＳＣＦ
２を経てＩＭＳ ＵＥに伝達される。ＩＭＳ ＵＥが２００ ＯＫメッセージを受信した後
、段階Ｓ５３２においてＩＭＳ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＶｏＩＰ音声ベアラ
ーが作られ、段階Ｓ５３４においてＣＳＩ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＣＳドメ
インを介してＣＳ音声ベアラーが開く。よって、ＩＭＳ ＵＥはＶｏＩＰ音声ベアラー及
びＣＳ音声ベアラーを介して、ＣＳＩ ＵＥと音声通話を遂行することになる。ＶｏＩＰ
音声ベアラーの音声パケットとＣＳ音声ベアラーの音声データとの間の変換はＭＧＷによ
り行われる。
【００４５】
　図６は、本発明の第１の実施形態により、制御エンティティがＳ－ＣＳＣＦである場合
、ＩＭＳ ＵＥが、ＩＭＳ発信及びＣＳＩ着信により音声とＭＳＲＰとの結合されたサー
ビスを開始するための制御信号の流れを示す図である。
　図６によれば、段階Ｓ６０１において、ＩＭＳ ＵＥがＣＳＩ ＵＥとの通信のために音
声とＭＳＲＰとを含む結合されたサービスを要請するＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＭＳ 
ＵＥを担当するＳ－ＣＳＣＦ２に伝送すれば、段階Ｓ６０２において、ＩＮＶＩＴＥメッ
セージは、Ｓ－ＣＳＣＦ２を介して、ＣＳＩ ＵＥを担当するＳ－ＣＳＣＦ１に伝達され
る。段階Ｓ６０３において、Ｓ－ＣＳＣＦ１は受信したＩＮＶＩＴＥメッセージが音声と
ＭＳＲＰともを要請していることを確認し、ＩＮＶＩＴＥメッセージが向かうＣＳＩ Ｕ
Ｅに対し、ＣＳＩサービスが可能であることをＣＳＩ ＵＥの能力情報を介して確認すれ
ば、ＩＮＶＩＴＥメッセージに含まれた音声通話関連部分とＭＳＲＰ関連部分とを分離し
て、それぞれの関連部分が含まれた２つのＩＮＶＩＴＥメッセージを生成する。
【００４６】
　段階Ｓ６０３ａにおいて、Ｓ－ＣＳＣＦ１は、予め具備された着信ロジックに従って音
声通話のためのＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳドメインにルーティングされるように処理
する。段階Ｓ６０４において、音声通話のためのＩＮＶＩＴＥメッセージはＭＧＣＦ／Ｍ
ＧＷに伝送され、段階Ｓ６０５においてＭＧＣＦ／ＭＧＷはＳＩＰに従うＩＮＶＩＴＥメ
ッセージをＣＳシグナリングプロトコルに従うＩＳＵＰ ＩＡＭに変換してＣＳドメイン
に伝達する。段階Ｓ６０６において、ＣＳドメインは、ＩＳＵＰ ＩＡＭに応答してＣＳ
Ｉ ＵＥがＩＭＳ ＵＥと通話するための無線ベアラーを設定できるように、ＳＳ７に従う
ＳＥＴＵＰメッセージをＲＡＮを介してＣＳＩ ＵＥに伝送する。段階Ｓ６０８において
、ＣＳＩ ＵＥはＳＥＴＵＰメッセージに対する応答として無線ベアラーを設定した後、
ＣＯＮＮＥＣＴメッセージをＣＳドメインに伝送し、段階Ｓ６０９において、ＣＳドメイ
ンはＣＯＮＮＥＣＴメッセージに応答してＣＳＩ ＵＥと接続されたことを報知するＩＳ
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ＵＰ ＣＯＮメッセージをＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝達する。段階Ｓ６１０において、ＭＧＣ
Ｆ／ＭＧＷはＩＳＵＰ ＣＯＮメッセージをＳＩＰに従う応答である２００ ＯＫメッセー
ジに変換してＳ－ＣＳＣＦ１に伝送する。
【００４７】
　一方、段階Ｓ６０７において、Ｓ－ＣＳＣＦ１はＭＳＲＰ関連部分を含むＩＮＶＩＴＥ
メッセージを、ＣＳＩ ＵＥが属するＰＳドメイン及びＲＡＮを介してＣＳＩ ＵＥに伝達
する。段階Ｓ６１１において、ＣＳＩ ＵＥはＭＳＲＰのためのＩＮＶＩＴＥメッセージ
に対する応答としてＭＳＲＰのためのセッションを開けた後、Ｓ－ＣＳＣＦ１に２００ 
ＯＫメッセージを伝送する。
【００４８】
　ここで、音声関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳＩ ＵＥに伝達されてＳ－
ＣＳＣＦ１が応答を受信する段階(段階Ｓ６０３ａ～段階Ｓ６０６及び段階Ｓ６０８～段
階Ｓ６１０)と、ＭＳＲＰ関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳＩ ＵＥに伝達さ
れてＳ－ＣＳＣＦ１が応答を受信する段階(段階Ｓ６０７及び段階Ｓ６１１)は、互いに独
立的に、すなわち、並列に進行される。
【００４９】
　２つのＩＮＶＩＴＥメッセージに対する２００ ＯＫメッセージを受信した後、段階Ｓ
６１２において、Ｓ－ＣＳＣＦ１は、２００ ＯＫメッセージを結合して結合された２０
０ ＯＫメッセージを生成した後、段階Ｓ６１３及び段階Ｓ６１４において、結合された
２００ ＯＫメッセージをＳ－ＣＳＣＦ２を介してＩＭＳ ＵＥに伝達する。ＩＭＳ ＵＥ
が音声及びＭＳＲＰのための２００ ＯＫメッセージを受信すれば、段階Ｓ６１６におい
て、ＩＭＳ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＶｏＩＰ音声ベアラーが作られ、段階Ｓ
６１８において、ＣＳＩ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＣＳ音声ベアラーが開く。
また、段階Ｓ６２０において、ＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとの間にはＭＳＲＰのためのユ
ーザーベアラーが開く。よって、ＩＭＳ ＵＥは、ＶｏＩＰ音声ベアラー及びＣＳ音声ベ
アラーを介してＣＳＩ ＵＥと音声通話を遂行し、ユーザーベアラーを介してＣＳＩ ＵＥ
とパケットを送受信することになる。
【実施例２】
【００５０】
　図７は、本発明の第２の実施形態により、ＣＳＩ ＡＳが制御エンティティとして動作
する場合、Ｓ－ＣＳＣＦの動作を示す図である。
　図７によれば、段階Ｓ７００において、Ｓ－ＣＳＣＦはＣＳＩ ＵＥをＣＳＩ ＡＳに登
録する。段階Ｓ７０２において、Ｓ－ＣＳＣＦは、ＣＳＩ ＵＥに向かうＩＮＶＩＴＥメ
ッセージを受信する。続いて、段階Ｓ７０４において、ＩＮＶＩＴＥメッセージが音声通
話を要請するための部分、すなわち、音声通話関連部分を持っているか、及び、ＰｏＣサ
ービスのように必ずＩＭＳドメインで処理されなければならないサービス関連部分がＩＮ
ＶＩＴＥメッセージに含まれているかを判断する。ＩＮＶＩＴＥメッセージが音声通話関
連部分を持っており、音声通話関連部分がＣＳドメインに伝達されても、ＩＮＶＩＴＥメ
ッセージにより要求された全体サービスを提供するのに問題がない場合、段階Ｓ７０６に
おいて、Ｓ－ＣＳＣＦはＣＳＩ ＡＳにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝達し、そうでない場
合、段階Ｓ７０８においてＣＳＩ ＵＥにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝達する。
【００５１】
　図８Ａは、本発明の第２の実施形態により、制御エンティティがＣＳＩ ＡＳである場
合、ＣＳＩ ＵＥをＣＳＩ ＡＳに登録するための制御信号の流れを示す図である。
　図８Ａによれば、ＣＳＩ ＵＥは、段階Ｓ８００においてＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ
に“ｆｅａｔｕｒｅ ｔａｇ”として、ＣＳＩ ＵＥの能力情報を示す“＋ｇ.３ｇｐｐ.ｃ
ｓｉ”を含ませてＳ－ＣＳＣＦ１に伝送する。Ｓ－ＣＳＣＦ１は、段階Ｓ８０２において
、ＣＳＩ ＵＥに関する加入情報を保管しているＨＳＳ(Home Subscriber Server)からＣ
ＳＩ ＵＥに対するユーザープロファイル(ｉＦＣを含む)をダウンロードする。ＨＳＳは
、全ての加入者の加入情報とＩＭＳサービス提供関連データとを格納している主要データ
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の格納場所である。本発明の実施形態におけるｉＦＣは、ＣＳＩ ＵＥのためのＳＩＰ要
請及びＣＳＩ ＵＥからのＩＭＳ登録要請が、ＩＭＳドメイン内のＣＳＩ ＡＳに伝達され
るようにするために適用される。
【００５２】
　段階Ｓ８０４において、Ｓ－ＣＳＣＦ１は、登録に成功したことを示す応答である２０
０ ＯＫメッセージをＣＳＩ ＵＥに伝送する。段階Ｓ８０６において、Ｓ－ＣＳＣＦ１は
、ダウンロードしたユーザープロファイルを検証(evaluation)した後、段階Ｓ８０８にお
いてＣＳＩ ＡＳにＣＳＩ ＵＥからのＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを伝送してＣＳＩ Ａ
ＳにＣＳＩ ＵＥを登録する。段階Ｓ８１０において、ＣＳＩ ＡＳは、ＲＥＧＩＳＴＥＲ
メッセージを伝送したＵＥがＣＳＩ ＵＥであることを認知し、ＣＳＩ ＵＥを登録する。
ＣＳＩ ＡＳは、段階Ｓ８１２において、ＣＳＩ ＵＥの登録に成功したことを示す応答メ
ッセージをＳ－ＣＳＣＦ１に伝送する。前述したように格納されたｉＦＣは、Ｓ－ＣＳＣ
Ｆ１に到達した、ＣＳＩ ＵＥに向かうＳＩＰメッセージをＣＳＩ ＡＳに伝達するか否か
を判断するのに使用される。
【００５３】
　図８Ｂは、本発明の第２の実施形態により、制御エンティティがＣＳＩ ＡＳである場
合、ＩＭＳ ＵＥが音声通話を開始するためにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝送する場合、
ＩＭＳ発信及びＣＳＩ着信に対する制御信号の流れを示す図である。ここで、ＣＳＩ Ｕ
Ｅを担当するＣＳドメイン、Ｓ－ＣＳＣＦ１、ＣＳＩ ＡＳ及びＭＧＣＦ／ＭＧＷは、ネ
ットワーク＃１、すなわちＰＬＭＮ(Public Land Mobile Network)＃１を構成し、ＩＭＳ
 ＵＥを担当するＳ－ＣＳＣＦ２は、ネットワーク＃２、すなわちＰＬＭＮ＃２を構成す
る。このうち、Ｓ－ＣＳＣＦ１、ＣＳＩ ＡＳ及びＭＧＣＦ／ＭＧＷは、ＩＭＳコアネッ
トワーク＃１に該当し、Ｓ－ＣＳＣＦ２はＩＭＳコアネットワーク＃２に該当する。
【００５４】
　図８Ｂによれば、段階Ｓ８２０において、ＩＭＳ ＵＥがＣＳＩ ＵＥとの音声通話を要
請するために、音声通話関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＭＳ ＵＥを担当す
るＳ－ＣＳＣＦ２に伝送すれば、段階Ｓ８２２において、ＩＮＶＩＴＥメッセージはＳ－
ＣＳＣＦ２からＳ－ＣＳＣＦ１に伝達される。段階Ｓ８２４において、Ｓ－ＣＳＣＦ１は
ＩＮＶＩＴＥメッセージが音声通話を要請するための音声通話関連部分を持っていること
を確認し、ＣＳＩ ＵＥが登録されたＣＳＩ ＡＳにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝達する。
段階Ｓ８２６において、ＣＳＩ ＡＳは予め具備された着信ロジックにより、前述したよ
うに受信したＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳドメインにルーティングされるように処理す
る。段階Ｓ８２８及び段階Ｓ８３０において、ＩＮＶＩＴＥメッセージはＳ－ＣＳＣＦ１
を介してＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝達され、段階Ｓ８３２において、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＳＩ
Ｐに従うＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＳＵＰ ＩＡＭメッセージに変換してＣＳドメイン
に伝達する。図示していないが、ＣＳＩ ＡＳは、段階Ｓ８２８及び段階Ｓ８３０におい
て、Ｓ－ＣＳＣＦ1を経ることなく、直接ＭＧＣＦ／ＭＧＷにＩＮＶＩＴＥメッセージを
伝達することもできる。
【００５５】
　段階Ｓ８３４において、ＣＳドメインは、ＩＳＵＰ ＩＡＭに応答してＣＳＩ ＵＥがＩ
ＭＳ ＵＥと通話するための無線ベアラーを設定できるように、ＳＳ７に従うＳＥＴＵＰ
メッセージをＲＡＮを介してＣＳＩ ＵＥに伝送する。段階Ｓ８３６において、ＣＳＩ Ｕ
ＥはＳＥＴＵＰメッセージに対する応答として無線ベアラーを設定した後、ＣＯＮＮＥＣ
Ｔメッセージを伝送し、段階Ｓ８３８において、ＣＳドメインはＣＯＮＮＥＣＴメッセー
ジに応答してＣＳＩ ＵＥと接続されたことを報知するＩＳＵＰ ＣＯＮメッセージをＭＧ
ＣＦ／ＭＧＷに伝達する。段階Ｓ８４０において、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＩＳＵＰ ＣＯＮ
メッセージをＳＩＰに従う２００ ＯＫメッセージに変換してＳ－ＣＳＣＦ１に伝送する
。前述したように、段階Ｓ８２８及び段階Ｓ８３０において、ＩＮＶＩＴＥメッセージが
Ｓ－ＣＳＣＦ１を経ない場合、段階Ｓ８４０及び段階Ｓ８４２において、ＭＧＣＦ／ＭＧ
ＷではＣＳＩ ＡＳに２００ ＯＫメッセージを直接伝送する。



(16) JP 4455552 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

【００５６】
　段階Ｓ８４２及び段階Ｓ８４４において、２００ ＯＫメッセージはＣＳＩ ＡＳを介し
て更にＳ－ＣＳＣＦ１に伝送され、段階Ｓ８４６及び段階Ｓ８４８において、Ｓ－ＣＳＣ
Ｆ１は２００ ＯＫメッセージをＳ－ＣＳＣＦ２を介してＩＭＳ ＵＥに伝達する。ＩＭＳ
 ＵＥが２００ ＯＫメッセージを受信すれば、段階Ｓ８５０において、ＩＭＳ ＵＥとＭ
ＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＶｏＩＰ音声ベアラーが作られ、段階Ｓ８５２において、ＣＳ
Ｉ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＣＳ音声ベアラーが作られる。ＩＭＳ ＵＥは、Ｖ
ｏＩＰ音声ベアラー及びＣＳ音声ベアラーを介してＣＳＩ ＵＥとの間に音声通話を遂行
することになる。
【００５７】
　図９は、本発明の第２の実施形態により、制御エンティティがＣＳＩ ＡＳである場合
、ＩＭＳ ＵＥが、ＩＭＳ発信及びＣＳＩ着信により音声とＭＳＲＰとの結合されたサー
ビスを開始するための制御信号の流れを示す図である。
　図９によれば、段階Ｓ９０１において、ＩＭＳ ＵＥがＣＳＩ ＵＥとの通信のために音
声通話関連部分とＭＳＲＰ関連部分ともを含むＩＮＶＩＴＥメッセージを、ＩＭＳ ＵＥ
を担当するＳ－ＣＳＣＦ２に伝送すれば、段階Ｓ９０２において、ＩＮＶＩＴＥメッセー
ジはＳ－ＣＳＣＦ２からＣＳＩ ＵＥを担当するＳ－ＣＳＣＦ１に伝達される。段階Ｓ９
０３において、Ｓ－ＣＳＣＦ１はＩＮＶＩＴＥメッセージが音声通話関連部分とＭＳＲＰ
関連部分とを含んでいることを確認し、ＣＳＩ ＡＳにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝達す
る。段階Ｓ９０４において、ＣＳＩ ＡＳはＩＮＶＩＴＥメッセージに音声通話関連部分
が含まれていることを確認し、ＩＮＶＩＴＥメッセージの音声通話関連部分とＭＳＲＰ関
連部分とを分離して、それぞれの関連部分が含まれた２つのＩＮＶＩＴＥメッセージを生
成する。
【００５８】
　以後、段階Ｓ９０４ａにおいて、ＣＳＩ ＡＳは、予め具備された着信ロジックにより
、音声通話関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳドメインにルーティングされる
ように処理する。段階Ｓ９０５及び段階Ｓ９０６において、音声通話のためのＩＮＶＩＴ
ＥメッセージはＳ－ＣＳＣＦ１を介してＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝送され、段階Ｓ９０７にお
いて、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＳＩＰに従うＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＳＵＰ ＩＡＭに変
換してＣＳドメインに伝達する。図示していないが、ＣＳＩ ＡＳは、段階Ｓ９０５及び
段階Ｓ９０６において、音声通話のためのＩＮＶＩＴＥメッセージをＳ－ＣＳＣＦ１を経
ることなく、ＭＧＣＦ／ＭＧＷに直接伝達することもできる。
【００５９】
　段階Ｓ９０８において、ＣＳドメインは、ＩＳＵＰ ＩＡＭに応答してＳＳ７に従うＳ
ＥＴＵＰメッセージをＲＡＮを介してＣＳＩ ＵＥに伝送する。段階Ｓ９１１において、
ＣＳＩ ＵＥはＳＥＴＵＰメッセージに対する応答としてＩＭＳ ＵＥと通話するための無
線ベアラーを設定した後、ＣＯＮＮＥＣＴメッセージを伝送し、段階Ｓ９１２において、
ＣＳドメインはＣＯＮＮＥＣＴメッセージに応答してＣＳＩ ＵＥと接続されたことを報
知するＩＳＵＰ ＣＯＮメッセージをＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝達する。段階Ｓ９１３におい
て、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＩＳＵＰ ＣＯＮメッセージをＳＩＰに従う２００ ＯＫメッセー
ジに変換してＳ－ＣＳＣＦ１に伝達し、段階Ｓ９１４において、２００ ＯＫメッセージ
は音声通話関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージに対する応答としてＣＳＩ ＡＳに伝
達される。前述したように、段階Ｓ９０５及び段階Ｓ９０６において、ＩＮＶＩＴＥメッ
セージがＳ－ＣＳＣＦ1を経ない場合、段階Ｓ９１３及び段階Ｓ９１４において、ＭＧＣ
Ｆ／ＭＧＷではＣＳＩ ＡＳに２００ ＯＫメッセージを直接伝送する。
【００６０】
　一方、段階Ｓ９０４において、生成されたＭＳＲＰ関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセ
ージは、段階Ｓ９０９においてＳ－ＣＳＣＦ１に伝達され、段階Ｓ９１０において、Ｓ－
ＣＳＣＦ１はＭＳＲＰ関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージを、ＣＳＩ ＵＥが属する
ＰＳドメイン及びＲＡＮを介してＣＳＩ ＵＥに伝達する。段階Ｓ９１５において、ＣＳ
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Ｉ ＵＥはＩＮＶＩＴＥメッセージに対する応答としてＭＳＲＰのためのセッションを開
けた後、Ｓ－ＣＳＣＦ１に２００ ＯＫメッセージを伝送し、段階Ｓ９１６において２０
０ ＯＫメッセージはＣＳＩ ＡＳに伝達される。
【００６１】
　ここで、音声関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳＩ ＵＥに伝達されてＣＳ
Ｉ ＡＳが応答を受信する段階(段階Ｓ９０５～段階Ｓ９０８及び段階Ｓ９１１～段階Ｓ９
１４)と、ＭＳＲＰ関連部分を含むＩＮＶＩＴＥメッセージがＣＳＩ ＵＥに伝達されてＣ
ＳＩ ＡＳが応答を受信する段階(段階Ｓ９０９、段階Ｓ９１０、段階Ｓ９１５及び段階Ｓ
９１６)は、独立的に進行される。
【００６２】
　段階Ｓ９１７において、ＣＳＩ ＡＳは２００ ＯＫメッセージを結合して結合された２
００ ＯＫメッセージを生成した後、段階Ｓ９１８において結合された２００ ＯＫメッセ
ージをＳ－ＣＳＣＦ１に伝送し、段階Ｓ９１９及び段階Ｓ９２０において、結合された２
００ ＯＫメッセージはＳ－ＣＳＣＦ２を介してＩＭＳ ＵＥに伝達される。ＩＭＳ ＵＥ
が音声及びＭＳＲＰのための２００ ＯＫメッセージを受信すれば、段階Ｓ９２１におい
て、ＩＭＳ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＶｏＩＰ音声ベアラーが作られ、段階Ｓ
９２２において、ＣＳＩ ＵＥとＭＧＣＦ／ＭＧＷとの間にはＣＳ音声ベアラーが開く。
また、段階Ｓ９２３において、ＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとの間にはＭＳＲＰのためのユ
ーザーベアラーが開く。よって、ＩＭＳ ＵＥは、ＶｏＩＰ音声ベアラー及びＣＳ音声ベ
アラーを介してＣＳＩ ＵＥと音声通話を遂行し、ユーザーベアラーを介してＣＳＩ ＵＥ
とパケットを送受信することになる。
【００６３】
　図１０は、本発明の実施形態により、結合されたサービスを使用するＣＳＩ ＵＥが、
音声サービスと他のマルチメディアサービス(例えば、ＭＳＲＰ)とを順に終了する動作を
示す図である。
　図１０によれば、ＩＭＳ ＵＥは、ＶｏＩＰ音声ベアラー１０３１及びＣＳ音声ベアラ
ー１０３０を介してＣＳＩ ＵＥと音声通話を遂行し、ユーザーベアラー１０３２を介し
てＣＳＩ ＵＥとパケットを送受信する。通話の遂行中に、段階Ｓ１００１において、Ｃ
ＳＩ ＵＥは、音声通話を終了するためにＲＡＮを介してＣＳドメインにＳＳ７に従うＤ
ＩＳＣＯＮＮＥＣＴメッセージを伝送して、ＣＳ音声ベアラー１０３０を解除する。段階
Ｓ１００２において、ＣＳドメインは、ＤＩＳＣＯＮＮＥＣＴメッセージに応答してＭＧ
ＣＦ／ＭＧＷにＩＳＵＰ ＲＥＬＥＡＳＥメッセージを伝送し、段階Ｓ１００３において
、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＩＳＵＰ ＲＥＬＥＡＳＥメッセージに応答してＣＳＩ ＵＥを担当
するＳ－ＣＳＣＦ１にＳＩＰに従うＢＹＥメッセージを伝送する。段階Ｓ１００４におい
て、Ｓ－ＣＳＣＦ１はＣＳＩ ＡＳにＢＹＥメッセージを伝達する。段階Ｓ１００５にお
いて、ＣＳＩ ＡＳは音声ベアラー１０３１に関連した音声セッションをなくすために、
ＭＯＤＩＦＹメッセージを生成してＳ－ＣＳＣＦ１に伝送し、段階Ｓ１００６において、
Ｓ－ＣＳＣＦ１はＭＯＤＩＦＹメッセージを受信してＩＭＳ ＵＥを担当するＳ－ＣＳＣ
Ｆ２に伝達し、段階Ｓ１００７において、ＭＯＤＩＦＹメッセージはＳ－ＣＳＣＦ２から
ＩＭＳ ＵＥに伝達される。段階Ｓ１００５～段階Ｓ１００７において、ＭＯＤＩＦＹメ
ッセージの代りにＩＮＶＩＴＥメッセージ又はＵＰＤＡＴＥメッセージが使用されること
ができる。ＩＮＶＩＴＥメッセージ又はＵＰＤＡＴＥメッセージは、段階Ｓ１００５～段
階Ｓ１００７に示すＭＯＤＩＦＹメッセージと同様な役割を遂行する。
【００６４】
　段階Ｓ１００８において、ＩＭＳ ＵＥはＭＯＤＩＦＹメッセージに対する応答として
ＶｏＩＰ音声ベアラー１０３１を解除した後、Ｓ－ＣＳＣＦ２に２００ ＯＫメッセージ
を伝送する。段階Ｓ１００９において、Ｓ－ＣＳＣＦ２は２００ ＯＫメッセージをＳ－
ＣＳＣＦ１に伝達し、段階Ｓ１０１０において、Ｓ－ＣＳＣＦ１はＣＳＩ ＡＳに２００ 
ＯＫメッセージを伝達する。段階Ｓ１０１１において、ＣＳＩ ＡＳはＳ－ＣＳＣＦ１に
段階Ｓ１００４のＢＹＥメッセージに対する応答として２００ ＯＫメッセージを伝送し
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、段階Ｓ１０１２において、Ｓ－ＣＳＣＦ１は段階Ｓ１００３のＢＹＥメッセージに対す
る応答として２００ ＯＫメッセージをＭＧＣＦ／ＭＧＷに伝送する。段階Ｓ１０１３に
おいて、ＭＧＣＦ／ＭＧＷはＣＳドメインに音声ベアラー１０３０、１０３１が解除され
たことを報知するＩＳＵＰ ＲＥＬＥＡＳＥ ＣＯＭＰＬＥＴＥメッセージを伝送する。こ
れにより、音声通話のための音声ベアラー１０３０、１０３１は切り、段階Ｓ１０１４の
ようにマルチメディアサービスのためのユーザーベアラー１０３２だけが残ることになる
。
【００６５】
　段階Ｓ１０１５において、ＣＳＩ ＵＥはＭＳＲＰに従うマルチメディアサービスを終
了するために、Ｓ－ＣＳＣＦ１にＢＹＥメッセージを伝送する。段階Ｓ１０１６において
、Ｓ－ＣＳＣＦ１はＣＳＩ ＡＳにＢＹＥメッセージを伝達し、段階Ｓ１０１７及び段階
Ｓ１０１８において、ＣＳＩ ＡＳはＢＹＥメッセージを更にＳ－ＣＳＣＦ１を介してＳ
－ＣＳＣＦ２に伝達する。段階Ｓ１０１９において、Ｓ－ＣＳＣＦ２はＢＹＥメッセージ
を更にＩＭＳ ＵＥに伝達する。段階Ｓ１０２０において、ＩＭＳ ＵＥはＢＹＥメッセー
ジに対する応答としてユーザーベアラー１０３２を解除した後、２００ ＯＫメッセージ
を伝送し、段階Ｓ１０２０～段階Ｓ１０２２において、２００ ＯＫメッセージはＳ－Ｃ
ＳＣＦ２及びＳ－ＣＳＣＦ１を経てＣＳＩ ＡＳに伝送する。段階Ｓ１０２３において、
ＣＳＩ ＡＳは段階Ｓ１０１６のＢＹＥメッセージに対する応答としてＩＭＳ ＵＥがマル
チメディアサービスのためのユーザーベアラー１０３２を解除したことを報知する２００
 ＯＫメッセージをＳ－ＣＳＣＦ１に伝達する。段階Ｓ１０２４において、２００ ＯＫメ
ッセージはＳ－ＣＳＣＦ１によりＣＳＩ ＵＥに伝達される。これにより、ＣＳＩ ＵＥと
ＩＭＳ ＵＥとの間のマルチメディアサービスは終了することになる。
【００６６】
　なお、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態について説明したが、本発明の要旨か
ら逸脱しない範囲内で多様に変形できる。よって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限
定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められ
るべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】ＣＳＩサービスを支援する移動通信ネットワークの構造を簡略に示す図である。
【図２】ＣＳＩ ＵＥ間の制御シグナリングの連結構造を示す図である。
【図３】本発明の実施形態によるＣＳＩ ＵＥとＩＭＳ ＵＥとの間の制御信号の連結構造
を示す図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態により、ＩＭＳドメイン内でＩＭＳ ＵＥとＣＳＩ ＵＥとの
間の制御信号を管理する制御エンティティの動作を示すフローチャートである。
【図４Ｂ】本発明の実施形態により、ＩＭＳドメイン内でＩＭＳ ＵＥとＣＳＩ ＵＥとの
間の制御信号を管理する制御エンティティの動作を示すフローチャートである。
【図５Ａ】本発明の第１の実施形態により、制御エンティティがＳ－ＣＳＣＦである場合
、ＣＳＩ ＵＥをＳ－ＣＳＣＦに登録するための制御信号の流れを示す図である。
【図５Ｂ】本発明の第１の実施形態により、制御エンティティがＳ－ＣＳＣＦである場合
、ＣＳＩ ＵＥをＳ－ＣＳＣＦに登録するための制御信号の流れを示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態により、制御エンティティがＳ－ＣＳＣＦである場合、
ＩＭＳ ＵＥが結合されたサービスを開始するための制御信号の流れを示す図である。
【図７】本発明の第２の実施形態により、ＩＭＳドメイン内でＣＳＩ ＡＳがＩＭＳ ＵＥ
とＣＳＩ ＵＥとの間の制御信号を管理する場合、Ｓ－ＣＳＣＦの動作を示すフローチャ
ートである。
【図８Ａ】本発明の第２の実施形態により、制御エンティティがＣＳＩ ＡＳである場合
、ＣＳＩ ＵＥをＣＳＩ ＡＳに登録するための制御信号の流れを示す図である。
【図８Ｂ】本発明の第２の実施形態により、制御エンティティがＣＳＩ ＡＳである場合
、ＩＭＳ ＵＥが音声通話を開始するためにＩＮＶＩＴＥメッセージを伝送する場合制御
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信号の流れを示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態により、制御エンティティがＣＳＩ ＡＳである場合、
ＩＭＳ ＵＥが結合されたサービスを開始するための制御信号の流れを示す図である。
【図１０】本発明の実施形態により、結合されたサービスを使用するＣＳＩ ＵＥが音声
サービスと他のマルチメディアサービスとを終了する動作を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
　３０２　ネットワーク＃１
　３０４　ＣＳＩ ＵＥ
　３０６　ＰＳドメイン＃１
　３０８　ＣＳドメイン＃１
　３１０　ＩＭＳドメイン＃１
　３１２　ＩＭＳドメイン＃１
　３１６　ＩＭＳ ＵＥ
　３１８　ＩＰ－ＣＡＮ
　３２０　ＩＭＳドメイン＃２
　３３０　制御信号
　３３２　制御信号
　３３４　制御信号

【図１】 【図２】
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